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第   号 

令和 年 月 日 

 

           殿 

 

   税務署長        ○印  

 

 

                    変 換 
保 存 酒 類    命 令 通 知 書 

                    追 加 
 
 

令和  年  月  日付 酒類保存証書により、あなた（貴社）が酒税保全担保として現在 

       担 保 と し て 不 適 当 と な っ た 
保存中の酒類は                    と認めるので、酒税法施行令第 44条 
       担保としての価額が不足することとなった 

                             変換 
第１項の規定により令和  年  月  日までに保存酒類を      することを命じます。 
                              追加 

 

 

 記載要領 

   不服申立て等についての教示文を添付する。 


